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沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
新
旧
対
照
表

○
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
号
）
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章

返
還
実
施
計
画
等
（
第
八
条
―
第
十
一
条
）

第
二
章

返
還
実
施
計
画
等
（
第
八
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
駐
留
軍
用
地
等
内
の
土
地
の
取
得
の
円

第
三
章

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の
取
得
の
円
滑

滑
化
の
た
め
の
措
置

化
の
た
め
の
措
置
（
第
十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
一
節

駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
（
第

十
二
条
―
第
十
八
条
）

第
二
節

駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の
土
地
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置

（
第
十
八
条
の
二
・
第
十
八
条
の
三
）

第
四
章

総
合
整
備
計
画
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
五
条
）

第
四
章

総
合
整
備
計
画
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
五
条
）

第
五
章

拠
点
返
還
地
の
指
定
等
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
五
章

拠
点
返
還
地
の
指
定
等
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
六
章

特
定
給
付
金
の
支
給
（
第
二
十
九
条
）

第
六
章

特
定
給
付
金
の
支
給
（
第
二
十
九
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
三
十
三
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
三
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
略
）

（
略
）

第
二
章

返
還
実
施
計
画
等

第
二
章

返
還
実
施
計
画
等

（
略
）

（
略
）

第
三
章

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
駐
留
軍
用
地
等
内
の
土
地
の
取
得

第
三
章

地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の
取
得
の

の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置

円
滑
化
の
た
め
の
措
置

第
一
節

駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
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（
特
定
駐
留
軍
用
地
の
指
定
）

（
特
定
駐
留
軍
用
地
の
指
定
）

第
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
又
は
合
同
委
員

第
十
二
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
又
は
合
同
委
員

会
に
お
い
て
返
還
が
合
意
さ
れ
た
駐
留
軍
用
地
で
あ
っ
て
、
返
還
後
の
計
画

会
に
お
い
て
返
還
が
合
意
さ
れ
た
駐
留
軍
用
地
で
あ
っ
て
、
返
還
後
の
計
画

的
な
開
発
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
区
域
内
に

的
な
開
発
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
区
域
内
に

お
け
る
公
有
地
（
沖
縄
県
及
び
関
係
市
町
村
の
所
有
す
る
土
地
を
い
う
。
以

お
け
る
公
有
地
（
沖
縄
県
及
び
関
係
市
町
村
の
所
有
す
る
土
地
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
土
地
開
発

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
土
地
開
発
公
社
（
公
有
地
の
拡
大
の
推

公
社
（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六

進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
十
条
の
規
定
に

十
六
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
土
地
開
発
公
社
を
い
う
。
第
十
四
条
第
二

よ
る
土
地
開
発
公
社
を
い
う
。
第
十
四
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
す
る
公
有
地
と
な
る
べ
き
土
地
の
割

）
の
所
有
す
る
公
有
地
と
な
る
べ
き
土
地
の
割
合
が
著
し
く
低
い
こ
と
か
ら

合
が
著
し
く
低
い
こ
と
か
ら
そ
の
跡
地
の
利
用
の
推
進
に
必
要
な
公
共
用
地

そ
の
跡
地
の
利
用
の
推
進
に
必
要
な
公
共
用
地
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
区
域

を
確
保
す
る
た
め
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
公
有
地
の
計
画
的
な
拡
大
が
必
要

内
に
お
け
る
公
有
地
の
計
画
的
な
拡
大
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
そ
の

と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
そ
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と

面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
特
定
駐
留
軍

に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
特
定
駐
留
軍
用
地
と
し
て
指
定
す
る
も
の

用
地
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

第
十
三
条
～
第
十
八
条

（
略
）

第
十
三
条
～
第
十
八
条

（
略
）

第
二
節

駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の
土
地
の
取
得
の
円
滑
化
の
た
め
の

措
置

（
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
）

第
十
八
条
の
二

内
閣
総
理
大
臣
は
、
沖
縄
県
知
事
の
申
出
に
基
づ
き
、
ア
メ

（
新
設
）

リ
カ
合
衆
国
か
ら
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
特
定
駐
留
軍
用
地
で
な
く
な
る

と
見
込
ま
れ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
跡
地
の
利
用
の
推
進
に
必
要
な
公
共

用
地
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
公
有
地
の
計
画
的
な
拡
大
が

引
き
続
き
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
と
し
て
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

２

沖
縄
県
知
事
は
、
前
項
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村

の
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
を
指
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
土
地
が
特
定
駐

留
軍
用
地
で
な
く
な
っ
た
時
か
ら
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
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５

内
閣
総
理
大
臣
は
、
情
勢
の
推
移
に
よ
り
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
沖
縄

県
知
事
の
申
出
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を

解
除
し
、
又
は
そ
の
区
域
を
縮
小
す
る
も
の
と
す
る
。

６

内
閣
総
理
大
臣
は
、
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の
全
て
の
土
地
が
当
該
土

地
の
所
有
者
等
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
そ
の
指
定
を
解
除

す
る
も
の
と
す
る
。

７

内
閣
総
理
大
臣
は
、
一
の
特
定
駐
留
軍
用
地
が
段
階
的
に
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
か
ら
返
還
さ
れ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
一
の

特
定
駐
留
軍
用
地
の
全
部
の
区
域
が
返
還
さ
れ
る
ま
で
の
間
（
返
還
さ
れ
た

区
域
に
係
る
土
地
が
段
階
的
に
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を
受
け
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
全
て
の
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の

全
て
の
土
地
が
当
該
土
地
の
所
有
者
等
に
引
き
渡
さ
れ
る
時
又
は
当
該
一
の

特
定
駐
留
軍
用
地
の
全
部
の
区
域
が
返
還
さ
れ
る
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
ま

で
の
間
）
は
、
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
の
解
除
を
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

８

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
駐
留
軍
用
地

跡
地
の
指
定
の
解
除
及
び
そ
の
区
域
の
縮
小
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
規
定
は

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る

の
は
、
「
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
駐
留
軍
用
地
に
関
す
る
規
定
の
準
用
等
）

第
十
八
条
の
三

第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
駐
留
軍
用

（
新
設
）

地
跡
地
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
中

「
当
該
特
定
駐
留
軍
用
地
の
返
還
後
の
跡
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
駐

留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を
受
け
た
土
地
」
と
、
第
十
八
条
第
二
項
中
「
か
つ

、
」
と
あ
る
の
は
「
か
つ
、
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
で
な
く
な
っ
た
土
地
（

」
と
、
「
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２

特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を
受
け
た
土
地
に
つ
い
て
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
特
定
事
業
の
見
通
し
は
、
前
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
特
定
事
業
の
見
通
し
と
み

な
す
。

３

特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を
受
け
た
土
地
に
つ
い
て
第
十
四
条
第
一



- 4 -

項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

４

特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を
受
け
た
土
地
に
つ
い
て
第
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
出
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
出
と
み
な
す
。

５

特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
を
受
け
た
土
地
に
つ
い
て
第
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
さ
れ
た
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

第
四
章

総
合
整
備
計
画
等

第
四
章

総
合
整
備
計
画
等

（
略
）

（
略
）

第
五
章

拠
点
返
還
地
の
指
定
等

第
五
章

拠
点
返
還
地
の
指
定
等

（
略
）

（
略
）

第
六
章

特
定
給
付
金
の
支
給

第
六
章

特
定
給
付
金
の
支
給

（
略
）

（
略
）

第
七
章

雑
則

第
七
章

雑
則

（
略
）

（
略
）

第
八
章

罰
則

第
八
章

罰
則

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の

第
三
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の

過
料
に
処
す
る
。

過
料
に
処
す
る
。

一

第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

一

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で
土
地
を
有

を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で
土
地
を
有
償
で
譲

償
で
譲
り
渡
し
た
者

り
渡
し
た
者

二

第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

二

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
虚
偽
の
届
出
を
し

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
、
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

た
者

三

第
十
七
条
（
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

三

第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
土
地
を
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。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
第
十
七
条
に

譲
り
渡
し
た
者

規
定
す
る
期
間
内
に
土
地
を
譲
り
渡
し
た
者

附

則

附

則

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
第
十
六
条

４

附
則
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
失
効
前
に
第
十
六
条

第
一
項
（
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
第

規
定
に
よ
る
手
続
に
よ
り
買
い
取
ら
れ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
条
（

十
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、

こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


